
 

大阪府立大手前高等学校 

 

インフルエンザに係る報告書 
 

 

  年  組  番 名前                 

 

 

■ 医師による診断名    インフルエンザ（ A型  B型  不明 ）                      

 

  医療機関受診日      令和    年    月    日       

 

 

医療機関住所                               

                         

 

医療機関名                            

 

 

■ 症状等の経緯 

＊インフルエンザの出席停止期間は、発症後 5日を経過し、かつ解熱後 2日を経過するまで 

 

発熱日 令和    年    月   日 

解熱日  令和    年    月   日 

欠席の期間 令和   年   月  日(    ) ～ 令和   年   月  日(   ) 

 

 

 

   以上報告します 

              

令和  年  月  日 

 

          

 保護者名            （自署） 

＊保護者記入→登校再開時担任へ提出(担任は出席停止期間確認)→保健室(原本保管） 



 

 

パターン
発症日
0日目

発症後
1日目

発症後
2日目

発症後
3日目

発症後
4日目

発症後
5日目

発症後
6日目

発症後
7日目

発症後
8日目

備考

A 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

発症後
4日目

発症後
5日目

登校可

B 発熱 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

発症後
5日目

登校可

C 発症 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

登校可

D 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

登校可

E 解熱
解熱後
1日目

解熱後
2日目

登校可

※

※

解熱が早くて

2日経過して

も、発症して

から5日経過

しなければ登

校できませ

ん。

発症して5日

経過しても、

解熱後2日経

過しなければ

登校できませ

ん。

「解熱」は熱が下がって、その後に熱が上がらなくなった状態のことです。一旦下がっても、また熱が上がることがあ
るので、何度か熱が上がっていないか確認しましょう。

インフルエンザの出席停止期間は、『発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで』です。発症日、解熱日
をそれぞれ0日目と考え、そこから1日、2日と数えます。

インフルエンザ　出席停止　早見表

発熱

発熱

発熱


